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訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
農
林
水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
農
林
水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
農
林
水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
十
四
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
の
(表)
中

｢第
１
４
条
第
１
項
｣

を

｢第
１
５
条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

平
成
二
十
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号(

使
用
の
許
可
に
係
る
漁
港
施
設
の
指
定)

を
も
っ
て
指
定
し
た
青
森
県
漁
港
管
理
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

第

九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
施
設
を
変
更
し
た
の
で
、
同
告
示
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

別
図
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

青
森
河
川
国
道
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

道
路
計
画)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市
大
字
新
城
〜
大
字
三
内

地
内

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成25年４月19日 金曜日 第3681号 �� �
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青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
中

｢

本
店
営
業
部
浅
虫
出
張
所

青
森
市
大
字
浅
虫

｣

を

｢

八
重
田
支
店
浅
虫
出
張
所

青
森
市
大
字
浅
虫

｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成25年４月19日 金曜日 第3681号�

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
三
三
八
号

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
九
二
一
の
一
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
二
四
九
の
一
ま
で

平
成
��･

�･

��

県
道
町
居
平
賀

停
車
場
線

平
川
市
本
町
平
野
二
一
の
二
か
ら

平
川
市
本
町
平
野
二
二
の
二
ま
で

平
川
市
柏
木
町
藤
山
三
〇
の
二
八
か
ら

平
川
市
柏
木
町
藤
山
三
〇
の
一
二
ま
で

��･

�･

��

� �

２ １ 図
面
番
号

県

道

国

道

道
路
の

種

類

町
居
平
賀
停

車
場
線

三
三
八
号

路
線
名

平
川
市
柏
木
町
藤
山
三
〇
の
二
八
か
ら

平
川
市
柏
木
町
藤
山
三
〇
の
一
二
ま
で

平
川
市
本
町
平
野
二
一
の
二
か
ら

平
川
市
本
町
平
野
二
二
の
二
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
九
二
〇
の
一
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
二
四
九
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
四
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

九
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

九
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

三
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
四
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
笑
楽
生

二

代
表
者
の
氏
名

泉
谷
和
宏

青 森 県 報平成25年４月19日 金曜日 第3681号 �

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
水
澗
一
七
の
二
四

伊
藤

裕

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
小
泊
一
一
七

佐
藤

輝
男

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
大
山
長
根
一
一
五
の
一久
保
田

一

小
泊

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
一
九
四

山
田

義
孝

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
九
〇
の
二

成
田

金
博

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
八
四
の
二

磯
野

勝
治

下
前

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
浜
町
一
三
の
二

冨
本

健
嗣

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
上
富
田
一
九
八
の
三
九

小
山
内
早
人

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
田
中
町
五
九

三
ツ
谷
正
一

鰺
ケ
沢

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字
下
砂
子
川
二
三
四
の
三
坂
�

清
美

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字
中
砂
子
川
一
九
〇
の
三
山
本

隆
幸

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字
中
砂
子
川
一
八
九
の
四
山
本

忠
則

風
合
瀬

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
古
野
牛
川
一
五

三
國

優

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
三
五
の
八

住
吉

均

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
五
の
七

圓
子

紀
之

野
牛

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
小
易
国
間
二
二
の
一
五
越
膳
祐
治�

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
易
国
間
四
二

越
膳

稔
徳

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
新
町
三
八
の
五

金
田
一
善
唯

易
国
間

上
北
郡
横
浜
町
字
大
豆
田
一
一

二
木

春
美

上
北
郡
横
浜
町
字
下
川
原
四
の
八

天
間

幸
人

上
北
郡
横
浜
町
字
夷
ヶ
沢
平
九
の
七

森
川

末
勝

横
浜

� �
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三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
金
木
町
川
倉
宇
田
野
二
四

四

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

な
し

五

認
定
の
有
効
期
間

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

東
青
森
駅
構
内
商
業
施
設

青
森
市
大
字
田
屋
敷
字
増
田
一
六
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

２

ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
中
央
三
条
二
丁
目
一
の
一

代
表
取
締
役

石
黒
靖
規

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
八
月
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成25年４月19日 金曜日 第3681号�

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
三

三
の
八

代
表
取
締
役

小
林
正
明

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
三

三
の
八

代
表
取
締
役

田
村
修
二

平
成

��･
�･
��

� �



� �

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

東
青
森
駅
構
内
商
業
施
設

青
森
市
大
字
田
屋
敷
字
増
田
一
六
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
三
三
の
八

代
表
取
締
役

田
村
修
二

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
八
月
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
筒
井
店

青
森
市
大
字
筒
井
字
八
ツ
橋
七
三
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

成
田
勝
雄

青
森
市
桜
川
六
丁
目
一
二
の
四

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

青 森 県 報平成25年４月19日 金曜日 第3681号 �

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模

小
売
店

舗
に
お

い
て
小

売
業
を

行
う
者

の
開
店

時
刻
及

び
閉
店

時
刻

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス
の
み

実
施
開
店
時
刻

午
前
十
時

(
た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
九

時
、
日
祝
祭
日
午
前
九
時
、

お
盆
・
年
末
等
の
一
定
期
間

午
前
五
時)

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス
の
み

実
施
開
店
時
刻

午
前
九
時

(

た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
五

時)閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

来
客
が

駐
車
場

を
利
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
時

間
帯

午
前
八
時
三
十
分(

た
だ
し
、

お
盆
・
年
末
等
の
一
定
期
間

午
前
五
時)

か
ら
午
後
十
一

時
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分(

た
だ
し
、

年
間
十
日
間
午
前
五
時)

か

ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で

平
成

��･

�･

�

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

� �



� �

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
八
月
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
新
小
中
野
店

八
戸
市
小
中
野
三
丁
目
二
四
の
七
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

青 森 県 報平成25年４月19日 金曜日 第3681号�

大
規
模

小
売
店

舗
に
お

い
て
小

売
業
を

行
う
者

の
開
店

時
刻
及

び
閉
店

時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

(

た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
九

時
、
日
祝
祭
日
午
前
九
時
、

お
盆
・
年
末
等
の
一
定
期
間

午
前
五
時)

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

開
店
時
刻

午
前
九
時

(

た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
五

時)閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

来
客
が

駐
車
場

を
利
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
時

間
帯

午
前
九
時
三
十
分(

た
だ
し
、

年
間
十
日
間
午
前
八
時
三
十

分
、
日
祝
祭
日
午
前
八
時
三

十
分
、
お
盆
・
年
末
等
の
一

定
期
間
午
前
五
時)

か
ら
午

後
十
一
時
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分(

た
だ
し
、

年
間
十
日
間
午
前
五
時)

か

ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で

平
成

��･

�･

�

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
に
お

い
て
小

売
業
を

行
う
者

の
開
店

時
刻
及

び
閉
店

時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

(

た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
九

時
、
日
祝
祭
日
午
前
九
時
、

お
盆
・
年
末
等
の
一
定
期
間

午
前
五
時)

閉
店
時
刻

翌
午
前
零
時

開
店
時
刻

午
前
九
時

(

た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
五

時)閉
店
時
刻

翌
午
前
零
時

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

来
客
が

駐
車
場

を
利
用

す
る
こ

午
前
九
時
三
十
分(

た
だ
し
、

年
間
十
日
間
午
前
八
時
三
十

分
、
日
祝
祭
日
午
前
八
時
三

十
分
、
お
盆
・
年
末
等
の
一

午
前
八
時
三
十
分(

た
だ
し
、

年
間
十
日
間
午
前
五
時)

か

ら
翌
午
前
零
時
十
五
分
ま
で

平
成

��･

�･

�

� �



� �

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
八
月
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)
及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
十
和
田
東
一
番
町
店

十
和
田
市
東
一
番
町
一
の
六
〇

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
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と
が
で

き
る
時

間
帯

定
期
間
午
前
五
時)

か
ら
翌

午
前
零
時
十
五
分
ま
で

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模

小
売
店

舗
に
お

い
て
小

売
業
を

行
う
者

の
開
店

時
刻
及

び
閉
店

時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

(

た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
九

時
、
日
祝
祭
日
午
前
九
時
、

お
盆
・
年
末
等
の
一
定
期
間

午
前
五
時)

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

開
店
時
刻

午
前
九
時

(

た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
五

時)閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

来
客
が

駐
車
場

を
利
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
時

間
帯

午
前
九
時
三
十
分(

た
だ
し
、

年
間
十
日
間
午
前
八
時
三
十

分
、
日
祝
祭
日
午
前
八
時
三

十
分
、
お
盆
・
年
末
等
の
一

定
期
間
午
前
五
時)

か
ら
午

後
十
一
時
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分(

た
だ
し
、

年
間
十
日
間
午
前
五
時)

か

ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で

平
成

��･

�･

�

� �



� �

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
八
月
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
・
か
ん
ぶ
ん
上
北
町
店

上
北
郡
東
北
町
旭
北
一
丁
目
六
八
〇
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
菅
文

岩
手
県
二
戸
市
堀
野
字
長
地
七
五
の
四

代
表
取
締
役

菅
陽
悦

２

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
東
北
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
東
北
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
八
月
十
九
日

２

提
出
先
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区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模

小
売
店

舗
に
お

い
て
小

売
業
を

行
う
者

の
開
店

時
刻
及

び
閉
店

時
刻

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス
の
み

実
施
開
店
時
刻

午
前
十
時

(

た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
九

時
、
日
祝
祭
日
午
前
九
時
、

お
盆
・
年
末
等
の
一
定
期
間

午
前
五
時)

閉
店
時
刻

午
後
十
時

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス
の
み

実
施
開
店
時
刻

午
前
九
時

(

た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前
五

時)閉
店
時
刻

午
後
十
時

来
客
が

駐
車
場

を
利
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
時

間
帯

午
前
八
時
三
十
分(

た
だ
し
、

お
盆
・
年
末
等
の
一
定
期
間

午
前
五
時)

か
ら
午
後
十
時

十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分(

た
だ
し
、

年
間
十
日
間
午
前
五
時)

か

ら
午
後
十
時
十
五
分
ま
で

平
成

��･

�･

�

� �



� �

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


